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、
子
ど
も
の
健
全
育
成
と
高
齢
者
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
し
て
、
地
域
社
会
に
貢
献 

 
 

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
子
育
て
中
の
母
親
、
障
害
者
及
び
高
齢
者
に
対
し
、
生
活
上
の 

 

助
言
及
び
支
援
を
行
い
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
並
び
に
障
害
者
及
び
高
齢
者
の
福
祉
の
増
進 

 

に
寄
与
し
て
、
地
域
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
七
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
八
月
七
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
ァ
ミ
リ
ー
絆 

三 

代
表
者
の
氏
名 

立 

木 

行 

夫 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
峯
五
〇
九
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
釣
り
人
の
人
権
・
安
全
及
び
水
辺
環
境
の
維
持
・
保
全
等
に
係
る
事
業
を
行

な
い
、
広
く
一
般
市
民
に
船
の
体
験
及
び
川
・
海
等
の
釣
り
文
化
を
普
及
す
る
こ
と
に
よ
り
、

青
少
年
の
健
全
な
成
長
、
学
術
、
文
化
芸
術
又
は
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
を
図
る
活
動
を
と
お
し
て

、
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
八
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
新
座
栗
原
店 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
栗
原
一
丁
目
千
二
百
二
十
二
番
地 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

（
一
）
近
隣
住
民
か
ら
騒
音
等
に
つ
い
て
苦
情
が
あ
っ
た
場
合
は
、
誠
実
に
対
応
す
る
よ
う
努 

 

め
て
く
だ
さ
い
。 

 

（
二
）
店
舗
へ
の
右
折
進
入
車
輌
及
び
右
折
退
出
車
輌
に
よ
る
歩
行
者
、
自
転
車
と
の
接
触
等 

 

安
全
対
策
に
関
し
て
、
十
分
な
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

（
三
）
新
座
市
景
観
計
画
に
配
慮
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

（
四
）
交
通
渋
滞
等
に
よ
り
、
児
童
、
生
徒
が
事
故
に
遭
う
危
険
性
が
増
え
な
い
よ
う
配
慮
を 

 
 

 

お
願
い
し
ま
す
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
九
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

エ
ミ
オ
狭
山
市 

 
 

 

埼
玉
県
狭
山
市
祇
園
四
―
五
十
五 

  

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
西
武
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
白
山
進 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
変
更
後
）
西
武
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
若
林
久 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
六
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

荒
木
郷
地
裏
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名

及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

一 

就
任 

 
 

職
名 

 
 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 
 

所 

 

理
事 

 

野 

村 

正 

幸 
 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
荒
木
三
千
六
百
十
五
番
地 

 

同 
 

 

佐 
 

榮 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
千
五
百
五
十
六
番
地 

 

同 
 

 

松 

村 

幸 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
千
六
百
二
十
二
番
地 

 

同 
 

 

井
ノ
山 

竹 

男 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
千
五
百
八
十
番
地
二 

 

同 
 

 

野 

口 

忠 

義 
 

同 
 

同 
 

同 
同 

三
千
五
百
八
十
三
番
地 

 

同 
 

 

北 

岡 
 

 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
同 
三
千
五
百
七
十
番
地 

 

同 
 

 

國 

島 

健 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
千
九
百
十
三
番
地
二 

 

同 
 

 

北 

岡 

孝 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
千
五
百
八
十
一
番
地 

 

同 
 

 

野 

口 

誠 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
千
六
百
三
十
四
番
地
四 

 

同 
 

 

園 

部 

弘 

行 
 

同 
 

同 
 

同 

須
加
八
百
七
十
五
番
地 

 

同 
 

 

鎗 

田 
 

 

榮 
 

同 
 

同 
 

同 

荒
木
三
千
五
百
四
十
五
番
地 

 

同 
 

 

北 

岡 

秀 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
千
六
百
三
十
番
地 

 

同 
 

 

野 

口 
 

 

洋 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
千
六
百
二
十
九
番
地
一 

 

同 
 

 

片 

栁 

三 

郎 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

五
千
百
四
十
一
番
地 

 

同 
 

 

武 

井 
 

 

修 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
三
百
二
十
七
番
地
二 

 

同 
 

 

髙 

澤 
 

 

進 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
五
百
二
十
三
番
地
二 

 

同 
 

 

木 

元 

庸 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
十
三
番
地 

 

同 
 

 

石 

田 

雄 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
九
百
五
十
四
番
地 

 

同 
 

 

間
々
田 

英 

治 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
六
百
二
番
地 

 

監
事 

 

木 

元 

紘 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
九
百
九
十
番
地
一 

 

同 
 

 

園 

部 
 

 

修 
 

同 
 

同 
 

同 

須
加
四
千
百
十
一
番
地 

 

同 
 

 

木 

元 

孝 

吉 
 

同 
 

同 
 

同 

荒
木
千
八
百
五
十
三
番
地
一 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
一
号



二 

退
任 

 

職
名 

 
 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 
 

所 

理
事 

 

野 

村 

正 

幸 
 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
荒
木
三
千
六
百
十
五
番
地 

同 
 

 

佐 
 

榮 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
千
五
百
五
十
六
番
地 

同 
 

 
松 

村 

幸 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
千
六
百
二
十
二
番
地 

同 
 

 

井
ノ
山 

竹 

男 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
千
五
百
八
十
番
地
二 

同 
 

 

野 

口 
忠 

義 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
千
五
百
八
十
三
番
地 

同 
 

 

北 

岡 
 

 
一 

 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
千
五
百
七
十
番
地 

同 
 

 

國 

島 

健 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
九
百
十
三
番
地
二 

同 
 

 

北 

岡 

孝 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
千
五
百
八
十
一
番
地 

同 
 

 

野 

口 

誠 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
千
六
百
三
十
四
番
地
四 

同 
 

 

園 

部 

弘 

行 
 

同 
 

同 
 

同 

須
加
八
百
七
十
五
番
地 

同 
 

 

鎗 

田 
 

 

榮 
 

同 
 

同 
 

同 

荒
木
三
千
五
百
四
十
五
番
地 

同 
 

 

北 

岡 

秀 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
同 

三
千
六
百
三
十
番
地 

同 
 

 

野 

口 
 

 

洋 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
三
千
六
百
二
十
九
番
地
一 

同 
 

 

片 

栁 

三 

郎 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

五
千
百
四
十
一
番
地 

同 
 

 

武 

井 
 

 

修 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
三
百
二
十
七
番
地
二 

同 
 

 

髙 

澤 
 

 

進 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
五
百
二
十
三
番
地
二 

同 
 

 

野 

口 

福
次
郎 

 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
千
六
百
番
地 

同 
 

 

石 

田 

安 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
九
百
五
十
四
番
地 

同 
 

 

間
々
田 

英 

治 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
六
百
二
番
地 

監
事 

 

木 

元 

紘 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
九
百
九
十
番
地
一 

同 
 

 

園 

部 
 

 

修 
 

同 
 

同 
 

同 

須
加
四
千
百
十
一
番
地 

同 
 

 

野 

口 

菊 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

荒
木
三
千
五
百
八
十
二
番
地
一 

 

 
 

 
 

 
 

       



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
坂
戸
市
長
石
川
清
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の

通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

坂
戸
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
復
旧
測
量
（
基
準
点
）
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

坂
戸
市
（
全
域
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
六
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
二
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
新
座
市
長
須
田
健
治
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

新
座
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
画
地
確
定
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

新
座
市 

新
座
駅
北
口
土
地
区
画
整
理
事
業 
地
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
一
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
三
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
春
日
部
市
長
石
川
良
三
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

春
日
部
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

春
日
部
市
（
全
域
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
四
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
蓮
田
市
長
中
野
和
信
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

蓮
田
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
一
、
二
級
基
準
点
改
測
、
改
算
（
測
地
成
果
二
○
一
一
対
応
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

蓮
田
市 

地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
五
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
三
郷
市
長
木
津
雅
晟
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

三
郷
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
一
、
二
級
基
準
点
改
測
、
改
算
（
測
地
成
果
二
○
一
一
対
応
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

三
郷
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
六
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
川
口
市
長
岡
村
幸
四
郎
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

川
口
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
（
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
道
路
台
帳
成
果
補
正
委
託
）
一
級
基
準
点

改
測 

九
点
、
二
級
基
準
点
改
測
（
一
級
基
準
点
精
度
）
五
十
四
点
、
二
級
基
準
点
改
算 

百

二
十
八
点
、
三
級
基
準
点
改
算 

千
百
十
九
点
、
街
区
基
準
点
及
び
三
級
基
準
点
節
点 

千
四

百
五
十
四
点
、
補
助
点
及
び
四
級
基
準
点 

四
千
二
百
十
一
点
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

川
口
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
七
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
入
間
郡
毛
呂
山
町
長
井
上
健
次
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実

施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

入
間
郡
毛
呂
山
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
毛
呂
山
町
都
市
計
画
基
本
図
更
新
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

入
間
郡
毛
呂
山
町
中
央
部
の
一
部
（
県
道
飯
能
寄
居
線
バ
イ
パ
ス
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
八
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
川
口
市
長
岡
村
幸
四
郎
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

川
口
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
（
道
路
台
帳
図
等
補
正
測
量
委
託
）
二
級
基
準
点
測
量 

四
点
、
三
級
基
準
点

測
量 

三
十
六
点
）
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

川
口
市
神
戸
地
区 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
九
号



告 
 

示 

  
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

桶
川
市
上
日
出
谷
南
特
定
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

 
 

 

退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

青
木 

 

誉
豊 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
三
百
三
番
地 

 

岩
崎 

 

孝
男 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
百
八
番
地
の
一 

 

江
森 

 

次
郎 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
八
百
三
十
七
番
地
の
八 

 

江
森 

 

平
八 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
八
十
六
番
地
の
二 

 

岸 
 

 

壽
茂 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
九
百
五
十
七
番
地
の
二 

 

岸 
 

 

隆
夫 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
九
十
番
地 

 

岸 
 

 

德
雄 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
百
十
八
番
地 

 

岸 
 

 

紀
男 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
百
九
番
地 

 

熊
井 

 

元
一 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
百
九
十
八
番
地 

 

熊
井 

 

靖
治 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
七
十
八
番
地 

 

小
池 

 

勉 
 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
九
百
二
十
四
番
地
の
二
十
五 

 

白
子 

 

敏
夫 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
九
百
三
十
五
番
地 

 

関
根 

 

恒
雄 

 
 

桶
川
市
大
字
下
日
出
谷
八
百
二
十
七
番
地
の
百
三
十
一 

 

堤 
 

 

章 
 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
七
十
六
番
地
の
二
十 

 

長
島 

 

榮
一 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
四
百
五
十
七
番
地 

 

長
島 

 

武 
 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
七
百
四
十
八
番
地 

 

長
島 

 

政
次 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
百
七
十
九
番
地 

 

原
島 

 

貞
夫 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
八
十
番
地
の
一 

 

原
島 

 

忠
男 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
百
三
番
地 

 

森
谷 

 

金
治 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
九
百
八
十
一
番
地
の
十
二 

 

吉
澤 

 

正
人 
 

 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
七
十
四
番
地
の
四 

 
 

 

就
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

岩
崎 
 

孝
男 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
百
八
番
地
の
一 

 

江
森 

 

誠
一 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
九
百
十
九
番
地
の
三 

 

岸 
 

 

壽
茂 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
九
百
五
十
七
番
地
の
二 

 

岸 
 

 

隆
夫 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
九
十
番
地 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
号



 

岸 
 

 

德
雄 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
百
十
八
番
地 

 
岸 

 
 

紀
男 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
百
九
番
地 

 
小
池 

 

勉 
 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
九
百
二
十
四
番
地
の
二
十
五 

 

小
池 

 

司
尚 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
百
四
十
一
番
地 

 

白
子 

 
敏
夫 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
九
百
三
十
五
番
地 

 

関
根 

 

恒
雄 

 
 

桶
川
市
大
字
下
日
出
谷
八
百
二
十
七
番
地
の
百
三
十
一 

 

堤 
 

 

章 
 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
七
十
六
番
地
の
二
十 

 

中
島 

 

文
秀 

 
 

桶
川
市
大
字
下
日
出
谷
六
百
八
十
三
番
地
の
一 

 

長
島 

 

榮
一 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
四
百
五
十
七
番
地 

 

長
島 

 

武 
 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
七
百
四
十
八
番
地 

 

長
島 

 

德
治 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
六
百
七
十
九
番
地 

 

長
島 

 

初
男 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
百
七
十
九
番
地 

 

長
島 

 

操 
 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
九
百
十
八
番
地
の
五 

 

長
島 

 

好
文 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
百
五
十
四
番
地
の
一 

 

原
島 

 

貞
夫 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
八
十
番
地
の
一 

 

原
島 

 

忠
男 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
百
三
番
地 

 

森
谷 

 

金
治 

 
 

桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
九
百
八
十
一
番
地
の
十
二 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
一
号



１ 購入等件名及び数量  

  遺失物管理システム機器等の賃貸借 一式  

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地  

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度第一係 埼玉県さいたま市浦和区高砂

３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日  

  平成24年６月29日  

４ 落札者の氏名及び住所  

  日本電子計算機株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号  

５ 落札金額  

  274,900,500円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

  一般競争入札  

７ 入札の公告を行った日  

  平成24年５月15日  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

島 

一 

男 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

川
越
所
沢
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

所
沢
市
大
字
上
安
松
字
二
ツ
塚

前
一
一
一
七
番
三
地
先
か
ら 

同
市
大
字
上
安
松
字
二
ツ
塚
前

一
一
一
九
番
三
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

 

一
一
．
〇
八
～ 

 
 

 
 

 

一
一
．
二
四 

 
 

九
．
八
三
～ 

 
 

 
 

 

一
一
．
二
四 

 
 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

三
七
．
七
〇 

  

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

    

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

水 

村 

正 

和 
 

 
 

 



 

川
越
栗
橋
線 

路 

線 

名 

比
企
郡
川
島
町
大
字
下
狢 

字
前
野
五
二
九
番
一
地
先 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日
付

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所

長
告
示
第
七
十
号
で
変
更
し
た
道

路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で

あ
る
。 

延
長
六
〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル 

備 
 

考 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
十
四
年
七
月
十
一
日
第
三
号
で
指
定
を
し
た
道
路
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

   



 

第
一
号 

変
更
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
の
変
更
に
係

る
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
四
年 

 
 
 
 

八
月
八
日 

指
定
の
変
更
の 

年

月

日 

変

更

後 

変

更

前 

指

定

の

変

更

に

係

る

道

路

の

位

置 

埼
玉
県
戸
田
市
大
字
新
曽
字
柳
原
六
五
五
―
一 

地
先
よ
り 

無
地
番
（
市
道
）
ま
で 

埼
玉
県
戸
田
市
大
字
新
曽
字
柳
原
六
五
五
―
一 

地
先
よ
り 

埼
玉
県
戸
田
市
大
字
新
曽
字
柳
原
七
五
二
―
一 

地
先
ま
で 

約
一
〇
六
・
二
〇 

約
一
〇
一
・
五
〇 

指

定

の

変

更

に 

係
る
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

一
〇
・
〇
〇 

二
〇
・
〇
〇 

指

定

の

変

更

に 

係
る
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
五
十
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
一
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
三
〇
〇
二
八
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
八
日 

 
 

越
建
セ
第
二
三
九
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
堤
根
字
大
堀
九
百
九
十
四
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
倉
松
二
丁
目
四
番
三
十
五
号 

 
 

内
田 

由
美 



正 
 

誤 

  
埼
玉
県
告
示
第
八
百
九
十
二
号
（
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
九
日
第
二
千
四
百
二
号
）
中
訂
正 

  

ペ
ー
ジ 

 
表
中 

 
 

 

行 

 

四 
 

 
 

名
称 

 
 

 

前
か
ら
七 

  

誤 

 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
彩
の
家 

け
や
き
台 

  

正 

 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
彩
り
の
家 

け
や
き



 


